
音楽室１・２、多目的スタジオの使用に関しましては

以下のことを遵守してください。

「三つの密」を避ける

①密閉空間を避ける

　□定期的に出入り口のドアを開け、換気を行う。

（　例：連続した練習時間を３０分以内とし、５分以上の換気を行う。）

②密集場所を避ける

　□極力、対面を避け横並びに。

　□人と人が対面で並ぶ場所はパーテーションやビニールカーテンを設ける。

　（利用者様のご準備となります。）

　又は人と人との間隔（原則２ｍ以上、最低１ｍ）十分に確保する。

③密接場面を避ける

　□入場人数の制限

　　音１（※２０名）・音２（６名）・多目的スタジオ（１２名）

　（人と人との間隔（最低１ｍ）が十分確保できる人数とする。)

　□身体的接触をしないよう注意する。

　□滞在時間は必要最小限とし、共有スペースの利用はしない。

　□楽譜やプリント類は、手から手への配布を避け回覧はしない。

　　また共有は避ける。

④その他

　□利用者が楽器などを持ち込む場合は、使用前後の消毒を行う。

　□音楽室1のピアノを使用する場合、必ず利用者が専用のクリーナーなどを持参のうえ、

　　使用前後の消毒を行う。

　□大声での会話は行わない。

　□ゴミは各自で持ち帰る。

　□連絡先の入った出席者名簿の提出

　（新型コロナウイルス感染症の疑いが生じた場合のみ使用します。）
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